
公金受取口座に係る対応の概要

※デジタル庁提供資料より改変。

別紙２



公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルにあらかじめ登録し、行政機関等が当該口座

情報の提供を求めることができることとするとともに、特定公的給付の支給のためマイナンバーを利用して管理できることとする。

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律の概要

１．公的給付支給等口座の登録

預貯金者は、公的給付の支給を受けることができる一の預貯金口座を、以下いずれかの方法により内閣総理大臣に申請し、マイナン
バーとともに登録を受ける。

①マイナポータルからオンライン申請、②預貯金者の同意により、行政機関が取得又は保有する口座情報の提供、③金融機関における
登録申請

２．行政機関等への口座情報の提供

行政機関の長等は、公的給付の支給等に必要があるとき、内閣総理大臣に対し、登録された口座情報の提供を求めることができる。

３．特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施のための仕組み

⑴ 特定公的給付

内閣総理大臣は、①国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給される
もの 又は②経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるもの、 を特定公的給付として指定する。

⑵ マイナンバーを利用した管理

行政機関等の長は、特定公的給付の支給に係る情報について、マイナンバーを利用し管理することができる。

※施行日：公布日から２年以内（特定公的給付に係る規定は公布日、金融機関における申請は公布日から３年以内）
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公金受取口座を活用した給付について①（１回きりの給付の場合）

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」がR4.1月に施行され、R4.10月以降、以
下の運用が求められている（R4.10～12月は試行運用期間、R5.1月以降は本格運用）。
○ 住民は、マイナポータル（デジタル庁）を通じて口座情報登録システムに「公的給付支給等口座（公金受取口座）」を登録する。
○ 当該口座登録をしている住民は、行政機関等に給付を申請する際に、口座情報の記入や通帳の写し等の提出が不要となる。
○ 行政機関等は、給付を行う際に、口座情報登録システムから公金受取口座情報を取得した上で、住民に支給を行う。

①公金受取口座登録 ②給付申請(+利用意思表示) ③行政機関等における口座情報取得 ④支給手続

国民→口座情報登録ｼｽﾃﾑ 国民→行政機関等 行政機関等→口座情報登録ｼｽﾃﾑ 行政機関等→国民

口座情報登録システム

（デジタル庁）

(1)公金受取口座登録

行政機関等

給付申請書（イメージ）

口座情報記入欄

□ 公金受取口座を利用します

(補足)上記文案は例。正式文言は追ってご連絡。

銀行名 支店名

口座番号



• 利用者（住民）は、マイナポータル
において口座情報登録システムに、
公金受取口座の事前登録を実施

• 登録者（住民）が行政機関等に対し
て（各給付の）給付申請を行う際に、
受取口座として、登録した公金受取
口座を利用する旨を意思表示

• 行政機関等が、情報提供NWSによ
る情報連携により口座情報登録シス
テムから公金受取口座情報を取得

※ オンライン申請の場合は、API連携により利
用者（住民）が公金口座情報を自動入力でき
る場合あり。

• 行政機関等は、公金受取口座に振込
を実施

行政機関等
口座情報登録システム

（デジタル庁）

(1)公金受取口座照会

(2)公金受取口座取得

給付名簿（イメージ）

名前 口座情報 公金受取
口座ﾌﾗｸﾞ XXXX

Aさん
ABC銀行
霞ヶ関支店
1234567

利用 XXXX

Bさん 〇銀行
XXXXX - XXXX

行政機関等 金融機関

振込依頼

振込実施

国民 国民

国民

給付申請
（＋公金受取口座
利用の意思表示）

公金受取口座登録名簿（イメージ）

名前 口座情報 個人番号 XXX

Aさん
ABC銀行
霞ヶ関支店
1234567

123XXX XXXX

公金受取口座未設定、又は、当該給付申請で公金受取
口座利用意思のない方は（従来どおり）口座情報を記載

公金受取口座設定済、かつ、当該給付申請で公金受取
口座利用意思がある方は、口座情報を記載せず☑を記入

情報提供NWS

個人番号 123XXX
公金受取口座設定済、かつ、当該給付申請で公金受取口座利用意思がある方は、原則として、

個人番号も併せて記入（ただし行政機関側で対象者のマイナンバーを把握している場合は省略も可）

(2)登録完了通知

ABC銀行
霞ヶ関支店
1234567

口座
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公金受取口座を活用した給付について②（定期的に行う給付の場合）

○ 公金受取口座は、マイナポータル等から一度登録した後も、登録者（住民）による口座の変更や抹消がいつでも可能であるため、
１度の給付申請で、定期的な支給を行う手続の場合は、当該支給を行う前に公金受取口座が変更されていないか、
行政機関（※照会を自動化する場合は、当該行政機関の各業務システム）において、支給の都度、口座情報を照会することとなる。

○ HP等における各給付金の申請案内において、公金受取口座の変更・登録抹消を行った場合は、口座情報登録システムへの反
映・確認までに一定期間を要し反映まで一定の期間を要する旨を周知、公金受取口座利用の申出時等に確実に説明する想定。

公
金
受
取

口
座
登
録

定
期
的
給
付
（
２
回
目
以
降
）

国民 行政機関等 デジタル庁

①-2 公金受取口座登録完了通知

口座情報登録システム②給付申請（+利用意思表示） ③-1 公金受取口座情報照会

口座情報登録システム

③’-1 公金受取口座情報照会

④‘２回目支給（振込実施）

住民

住民

行政機関
（各業務システム）

行政機関
（各業務システム）

【利用申出時説明事項】
 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映ま

でに一定期間を要する旨
 仮に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、別途

口座情報を改めて提出頂きたい旨

①-1 公金受取口座登録申請

【登録時説明事項】
 口座のシステムへの登録処理に一定期間を要

する旨（口座変更時も同様）
 仮に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、

別途口座情報を改めて提出頂きたい旨

【登録完了時説明事項】
 口座登録は給付金の申請ではない旨
 各給付申請における登録口座の利用

申出が必要になる旨

マイナポータル

③’-2 公金受取口座情報取得

④‘’３回目支給（振込実施）

・
・
・ 支給の都度、口座情報を取得する

※ 件数や頻度に応じて、照会のタイミングは調整

給
付
申
請

１
回
目
給
付

住民
情報提供NWS

③-2 公金受取口座情報取得

④（金融機関を通じ）振込実施

③‘’-1 公金受取口座情報照会

③‘’-2 公金受取口座情報取得

※１回の申請で２回目以降の支給がある手続の場合は、以下の作業も実施

 振込前に公金受取口座に変更等がないかを照会
（例:支給日の「５営業日前」など制度・自治体ごとに設定して実施）＋
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2021年度
（令和３年

度）

2022年度
（令和４年度）

2023年度
（令和５年度）

2024年度
（令和６年度）

１-３月 ４-６月 ７-９月 10-12月 １-３月 上期 下期 上期 下期

制度

口座情報登録システ
ム

＋中間サーバー

マイナポータルシステ
ム／省庁連携機能

預金保険機構

各種広報

行政機関等における
口座情報の利用

国民

公金受取口座情報を活用した公金給付の実施に向けたスケジュール（案）

システム改修

金融機関でのシステム改修・業務フロー整理 ▲原則全ての金融機関
で口座登録の開始

運用開始・保守 次期運用

システム改修 運用開始・保守 次期運用

システム改修
運用開始

（開始時期は要調整）

▲マイナポータルからの登録の開始（令和４年春頃）

ガイドライン作成
（金融機関向け）

ガイドライン作成

PIA＋（必要に応じ）システム改修 本格運用試行運用

▲現在

各種作成物配付（予定）

HP、SNSにて、口座登録に係る広報実施（予定）

国民がマイナポータル又は金融機関窓口から、口座情報登録システムに
公金受取口座の登録を実施

マイナポータルから、口座情報登録システムに
公金受取口座を登録する方法を案内

公金受取口座を利用する旨の意思表示を確認

公金受取口座に振込を実施

▲順次金融機関で
口座登録開始

HP、SNSにて、
口座登録に係る

広報実施、照会対応

国等 行政機関等 国民

給付申請書等の
様式改正
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